
⑭難病患者等日常生活用具の給付について 
　厚生労働科学研究難治性疾患克服研究事業の対象疾患患者及び関節リウマチ患者、小児慢性特定疾患児の方に
対し日常生活の便宜を図るため、日常生活用具の給付を行っています。 
●給付種目 
　便器、特殊マット、特殊便器、特殊寝台、歩行支援用具、入浴補助用具、特殊尿器、体位変換器、車いす、
意思伝達装置（※1）、移動用リフト（※1）、居宅生活補助用具（※1）、訓練用ベッド（※1）、自動消火器（※1）、
頭部保護帽（※2）、電気式たん吸引器、ネブライザー（吸入器）、紫外線カットクリーム（※2）、クール
ベスト（※2）、動脈血中酸素飽和度測定器（パルスオキシメーター） 
　※1･･･厚生労働科学研究難知性疾患克服研究事業の対象疾患及び関節リウマチ患者の方に限ります。 
　※2･･･小児慢性特定疾患児の方に限ります。 
●申請について 
　　申請書、医師の診断書、印鑑、見積書、小児慢性特定疾患医療受診券（小児のみ）をお持ちください。 
　　※必ず購入前に申請・相談ください。 
　　※申請書等は、社会福祉課（石橋庁舎）にあります。 
 

社会福祉課　 ☎ 52-1112問い合わせ先 

問い合わせ先 

～福祉の制度やサービスについての概要を紹介します～ 

障がい福祉の 窓 障がい福祉の 窓 

　特別鑑定と称して･ ･ ･業者は運命を変えられるなどと虚偽な発言をし、祈願契約や祈願に必要だから
と御札・数珠等の祈願法具の売買契約を迫ります。運命が変わる？明確な根拠はありません。根拠がな
いのに契約をしてよいのでしょうか？業者は「神様に拝まなければ家族全員が地獄に堕ちます。それで
もいいんですか！」と捲し立て威迫して困惑させます。何かを契約する時に、あなたは威迫する業者と
契約をしますか？根拠が不明な祈願法具代金は、数百万円の売買契約になります。この契約は全てクレ
ジット返済（借金）になるのです。 
　周囲に必ず相談しましょう。あなたは一人じゃありません。相談することで、多額な借金を抱えなく
て済むのですから。 

 募　集　種　目 資　　格 受　付　期　間 試　験　期　日 

 防衛大学校学生 高卒（見込含）21才未満の者 9月7日～10月2日 1次：11月7・8日　　　 
 防衛医科大学校学生 高卒（見込含）21才未満の者 9月7日～10月2日 1次：10月31・11月1日 
 航空学生 高卒（見込含）21才未満の者 8月1日～9月11日 1次：9月23日　　　　 
 看護学生 高卒（見込含）24才未満の者 9月7日～10月2日 1次：10月24日　　　  
 一般曹候補生 18才以上27才未満の者 8月1日～9月11日 1次：9月19日　　　　 
 2等陸・　　　男子 18才以上27才未満の者

 年間を通じて行っています 受付時にお知らせします 
 海・空士　　 女子  8月1日～9月11日 　　9月27・28日 

新聞折込の「人生相談」・・・広告見たことありますか？ 

相談可能日　月曜～金曜（土日・祝日及び年末年始を除く） 
受 付 時 間　午前9時から午後４時（正午から午後1時を除く） 
多重債務相談：受付しています。不安な日々の生活から一歩ふみだしてみましょう。 

なお、栃木県消費生活センターでは土曜日に電話相談のみ相談可能です。 
受 付 時 間　午前9時から午後4時 

下野市消費生活センター（下野市役所国分寺庁舎2階 生活安全課内） 

専用ダイヤル（44）4883

防衛大学校等入学試験及び自衛官採用試験のお知らせ 

自衛隊小山地域事務所　☎（25）4763


